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（2） 
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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人情報処理学会（IPSJ）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 Q 27014：2015 
 (ISO/IEC 27014：2013) 

情報技術－セキュリティ技術－ 

情報セキュリティガバナンス 

Information technology－Security techniques－ 

Governance of information security 

 

序文 

この規格は，2013 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 27014 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，情報セキュリティガバナンスについての概念及び原則に基づくガイダンスを示す。この規

格を適用することによって，組織が情報セキュリティに関連した活動を評価，指示，モニタ及びコミュニ

ケーションできるようになる。 

この規格は，あらゆる業種及び規模の組織に適用できる。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 27014:2013，Information technology－Security techniques－Governance of information 

security（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。 

JIS Q 27001:2014 情報技術－セキュリティ技術－情報セキュリティマネジメントシステム－要求事

項 

注記 対応国際規格：ISO/IEC 27001:2005，Information technology－Security techniques－Information 

security management systems－Requirements（IDT） 

ISO/IEC 27000:2009，Information Technology－Security techniques－Information security management 

systems－Overview and vocabulary 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，ISO/IEC 27000:2009 によるほか，次による。 

3.1 

業務執行幹部（executive management） 


